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奈良市議案第５３号 

 

奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与 

の特例に関する条例等の一部改正について 

 

奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例等の一部を次のように改

正しようとする。 

平成２７年２月２７日提出 

 

奈良市長  仲 川 元 庸 

 

   奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例等の一部を改正する

条例 

（奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第１条 奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２４年奈良

市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「市費支弁の教員」の次に「（幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員を

除く。）」を加え、「以下この条において同じ。」を削り、同条後段を削る。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される奈良市職員の処遇等に関する条例の一部改

正） 

第２条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される奈良市職員の処遇等に関する条例（平

成１０年奈良市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条中「派遣職員のうち教員」の次に「（幼稚園及び幼保連携型認定こども園の

教員を除く。）」を加える。 

 （公益的法人等への奈良市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第３条 公益的法人等への奈良市職員の派遣等に関する条例（平成１４年奈良市条例第１

０号）の一部を次のように改正する。 

  第２１条中「退職派遣者のうち教員」の次に「（幼稚園及び幼保連携型認定こども園

の教員を除く。）」を加える。 

（奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正） 

－　1　―



第４条 奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成６年奈良市条例第５０

号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条中「市費支弁の教員」の次に「（幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員

を除く。）」を加える。 

 （奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 奈良市職員の育児休業等に関する条例（平成４年奈良市条例第７号）の一部を次

のように改正する。 

  第１４条中「市費支弁の教員」の次に「（幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員

を除く。）」を加える。 

（奈良市職員互助会条例の一部改正） 

第６条 奈良市職員互助会条例（昭和２８年奈良市条例第２８号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条第１項第３号中「教員」の次に「（幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員

を除く。）」を加える。 

 （奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第７条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年奈良市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 

第３９条中「市費支弁の教員」の次に「（幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員

を除く。）」を加え、「以下この条において同じ。」を削り、同条後段を削る。 

第４０条第２号中「報酬」の次に「、割増報酬」を加える。 

第４２条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、「報酬」の次に「、割増報酬」を

加え、同項を同条第４項とし、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加

える。 

 ２ 非常勤の職員が、あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務することを命ぜら 

れ、当該勤務をしたときは、規則で定めるところにより割増報酬を支給する。 

（奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第８条 奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和５９年奈良市条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

  第２２条中「職員のうち教員」の次に「（幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員

を除く。）」を加える。 
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附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

幼稚園教員と保育士の職種の統一に伴う給与、勤務時間等の処遇の見直し等を行うため、

関係条例について所要の規定の整備を行おうとするものである。 
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奈良市議案第５４号 

 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の 

基準等に関する条例等の一部改正について 

 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部

を次のように改正しようとする。 

平成２７年２月２７日提出 

 

奈良市長  仲 川 元 庸 

 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の

一部を改正する条例 

（奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部

改正） 

第１条 奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２５年奈良市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「（当該指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者（奈良市

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２５年奈良市条

例第２２号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第６条第１項に規定

する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指

定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第５条に

規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護及び指定介

護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。）」を「（当該指定訪問介護事業

者が法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年

法律第８３号。以下「整備法」という。）第５条による改正前の法（以下「旧法」とい

う。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市が定める
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ものに限る。）に係る法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者（以下「指

定事業者」という。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪

問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所

における指定訪問介護又は当該第１号訪問事業の利用者。以下この条において同

じ。）」に改め、同条第５項中「指定介護予防訪問介護事業者」を「第２項に規定する

第１号訪問事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防訪問介護の事業」を「当該第１

号訪問事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第６条第１項から第４項までに規

定する」を「市の定める当該第１号訪問事業の」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、

サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指定訪問介

護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあ

っては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の

数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

第８条第２項中「指定介護予防訪問介護事業者」を「第６条第２項に規定する第１号

訪問事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防訪問介護の事業」を「当該第１号訪問

事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第８条第１項に規定する」を「市の定め

る当該第１号訪問事業の」に改める。 

第１４条中「平成２６年奈良市条例第５７号」の次に「。以下「指定居宅介護支援等

基準条例」という。」を加える。 

第４４条第３項中「基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第

４４条第１項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業」を

「法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧法第８条の２第２

項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス（法第５４条第１項第２

号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。）に相当するものとして市

が定めるものに限る。）」に、「同項及び同条第２項に規定する」を「市の定める当該

第１号訪問事業の」に改める。 

第４６条第２項中「基準該当介護予防訪問介護の事業」を「第４４条第３項に規定す

る第１号訪問事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第４６条第１項に規定す

る」を「市の定める当該第１号訪問事業の」に改める。 
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第５０条第３項中「指定介護予防サービス等基準条例第５０条第１項に」を「奈良市

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２５年奈良市条

例第２２号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第５０条第１項に」

に改める。 

第６５条中「維持回復」の次に「及び生活機能の維持又は向上」を加える。 

第６６条第５項中「第１９３条第１項」を「第１９３条第１０項」に、「指定複合型

サービス（指定地域密着型サービス基準条例第１９２条に規定する指定複合型サービス

をいう。）」を「指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例

第１９２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）」に改める。 

第８１条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

第８６条に次の１号を加える。 

(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議（次条第１項に

規定する訪問リハビリテーション計画又は第１４２条第１項に規定する通所リハビ

リテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の

原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２３項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。）の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成

される会議をいう。以下同じ。）の開催により、リハビリテーションに関する専門

的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に

対し、適切なサービスを提供する。 

第８７条に次の１項を加える。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第１３

８条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定を併せて

受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状

況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテ

ーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーシ

ョン提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合に

ついては、第１４２条第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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第１００条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

第１０１条第１項第３号中「指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス等

基準条例第９９条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同

じ。）」を「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法第８

条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限

る。）に係る指定事業者」に、「指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準

条例第９８条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業」を「当該

第１号通所事業」に、「指定介護予防通所介護の」を「当該第１号通所事業の」に改

め、同条第８項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第１項第３号に規定する第１号

通所事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防通所介護の事業」を「当該第１号通所

事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項から第７項までに規定す

る」を「市の定める当該第１号通所事業の」に改める。 

第１０３条第４項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第１０１条第１項第３号に

規定する第１号通所事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防通所介護の事業」を

「当該第１号通所事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第１０１条第１項から

第３項までに規定する」を「市の定める当該第１号通所事業の」に、「前３項」を「第

１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加

える。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及

び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービス

の内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

第１１２条の次に次の１条を加える。 

（事故発生時の対応） 

第１１２条の２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事

故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事

業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
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４ 指定通所介護事業者は、第１０３条第４項の指定通所介護以外のサービスの提供に

より事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなけ

ればならない。 

第１１３条第２項第５号中「次条において準用する第４０条第２項」を「前条第２

項」に改める。 

第１１４条中「第４１条まで」を「第３９条まで、第４１条」に改める。 

第１１６条第１項中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加

える。 

第１２０条に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜

間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該

サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

第１３１条第２項第６号中「第４０条第２項」を「第１１２条の２第２項」に改め

る。 

第１３２条中「第４１条まで」を「第３９条まで、第４１条」に、「第１１２条」を

「第１１２条の２」に、「と読み替える」を「と、第１１２条の２第４項中「第１０３

条第４項」とあるのは「第１２０条第４項」と読み替える」に改める。 

第１３３条第１項第３号中「基準該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基

準条例第１１４条第１項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。）」

を「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法第８条の２第

７項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして

市が定めるものに限る。）」に、「基準該当介護予防通所介護の」を「当該第１号通所

事業の」に改め、同条第７項中「基準該当介護予防通所介護の事業」を「第１項第３号

に規定する第１号通所事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第１１４条第１項

から第６項までに規定する」を「市の定める当該第１号通所事業の」に改める。 

第１３５条第４項中「基準該当介護予防通所介護の事業」を「第１３３条第１項第３

号に規定する第１号通所事業」に、「指定介護予防サービス等基準条例第１１６条第１

項から第３項までに規定する」を「市の定める当該第１号通所事業の」に改める。 

第１３６条中「第３９条から第４１条まで」を「第３９条、第４１条」に改める。 

第１３７条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 
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第１４１条に次の１号を加える。 

(4) 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、

リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成

員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

第１４２条に次の１項を加える。 

６ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を

併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。）の開催

等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情

報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及

び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハ

ビリテーション計画を作成した場合については、第８７条第１項から第４項までに規

定する運営に関する基準を満たすことをもって、第１項から第４項までに規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

第１６６条に次の１項を加える。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所（指定居宅

介護支援等基準条例第３条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）の介

護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対

し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供す

る場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短

期入所生活介護を行うことができるものとする。 

第１８４条中「若しくは」を「、」に改め、「をいう。）」の次に「若しくは指定小

規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第１項に規定

する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）」を加える。 

第１９０条中「看護職員」と」の次に「、第１６６条第２項中「静養室」とあるのは

「静養室等」と」を加える。 

第２１９条第３項を削る。 

第２２０条第２項第２号ア中「、利用者」の次に「の数」を加え、「のうち要介護認

定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生

省令第５８号。以下「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定する要支援状態
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区分に該当する者の数」を「の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数」に改め、「並

びに介護予防サービスの利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定する要支援状

態区分に該当する者の数が１０又はその端数を増すごとに１以上」を削る。 

第２２５条を次のように改める。 

第２２５条 削除 

第２３８条第２項第８号及び第２４９条第２項第１０号を削る。 

第２５０条中「第２２４条から第２２９条まで」を「第２２４条、第２２６条から第

２２９条まで」に改める。 

第２６０条の見出し中「確保等」の次に「並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能

の向上等」を加え、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽
さん

に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成する

ために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

（奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正） 

第２条 奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２

５年奈良市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「第２章 介護予防訪問介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条－第４０条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４１条－第４３

条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第４４条－第４８条）     」 

を「第２章 削除」に、「第５３条」を「第５２条の２」に、 

「第７章 介護予防通所介護 

第１節 基本方針（第９８条） 

第２節 人員に関する基準（第９９条・第１００条） 
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第３節 設備に関する基準（第１０１条） 

第４節 運営に関する基準（第１０２条－第１０９条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１１０条－第１１

３条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１１４条－第１１７条）   」 

を「第７章 削除」に、「第１２１条」を「第１２０条の２」に改める。 

第２章を次のように改める。 

第２章 削除 

第５条から第４８条まで 削除 

第５０条第３項中「指定居宅サービス等基準条例第５０条第１項に」を「奈良市指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２５年奈良市

条例第２１号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第５０条第１項に」に

改める。 

第３章第４節中第５３条の前に次の１２条を加える。 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第５２条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第５６条に規定する重

要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった

場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当

該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信
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者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又は

その家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受

ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入

浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する

方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する

重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力すること

による文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使

用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、そ

の用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するも

の 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申込者

又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申

出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項

の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族

が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第５２条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問
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入浴介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第５２条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事

業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域を

いう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴

介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支

援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必

要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第５２条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援

認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第１１５条の３第２

項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮

して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第５２条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請

が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込

者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援（これに相当するサービスを含

む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支

援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終

了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第５２条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（奈

良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２６年奈良市条例第５
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８号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３２条第９号に規定するサ

ービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めな

ければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第５２条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供

するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際

しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る

介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第５２条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以

下「施行規則」という。）第８３条の９各号のいずれにも該当しないときは、当該利

用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に

依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受

けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供するこ

とその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければなら

ない。 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第５２条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画（施行規

則第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されてい

る場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第５２条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画

の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必

要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 
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第５２条の１２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に

身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたと

きは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第５２条の１３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提

供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防

訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける

介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載

した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、

提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった

場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しな

ければならない。 

第５３条の次に次の２条を加える。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第５３条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護

予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス

提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第５３条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受け

ている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその

旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないこと

により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になった

と認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

第５６条の次に次の１０条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

第５６条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防
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訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防

訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当

該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護

予防訪問入浴介護を提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、その資

質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、その能

力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第５６条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清

潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防

訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めな

ければならない。 

（掲示） 

第５６条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

の見やすい場所に、第５６条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問

入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第５６条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業

者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は

当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 
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第５６条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはなら

ない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第５６条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業

者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第５６条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介

護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情

の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、

法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の

改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利

用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同

じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団

体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった

場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第５６条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地
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域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定

介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相

談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければな

らない。 

（事故発生時の対応） 

第５６条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪

問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利

用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。 

（会計の区分） 

第５６条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業

所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他

の事業の会計を区分しなければならない。 

第５７条第２項第１号中「次条において準用する第２０条第２項」を「第５２条の１

３第２項」に改め、同項第２号中「次条において準用する第２４条」を「第５３条の

３」に改め、同項第３号中「次条において準用する第３５条第２項」を「第５６条の８

第２項」に改め、同項第４号中「次条において準用する第３７条第２項」を「第５６条

の１０第２項」に改める。 

第５８条を次のように改める。 

（報告） 

第５８条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービスの向上に関する施策の推進を

図るため市長が別に定めるところによりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取

組等について報告を求めたときは、協力しなければならない。 
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第６３条第１項中「基準該当介護予防訪問介護事業所」を「基準該当介護予防訪問入

浴介護事業所」に改める。 

第６４条中「第９条から第１５条まで、第１７条から第２０条まで、第２２条、第２

４条、第２９条から第３４条まで、第３５条（第５項及び第６項を除く。）、第３６条

から第３８条まで及び第４０条並びに」を削り、「第５３条第１項及び第５８条」を

「第５２条の９、第５３条第１項並びに第５６条の８第５項及び第６項」に改め、「こ

れらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と、第９条

第１項及び第３１条中「第２７条」を「第５２条の２第１項及び第５６条の４中「第５

６条」に、「第２０条第１項中」を「第５２条の１３中」に、「当該指定介護予防訪問

介護」を「当該指定介護予防訪問入浴介護」に改め、「第２２条中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介護」と、

第３０条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護に用

いる浴槽その他の設備及び備品等」と、」を削り、「指定訪問入浴介護」を「指定介護

予防訪問入浴介護」に、「基準該当訪問入浴介護」を「基準該当介護予防訪問入浴介

護」に改め、「前項」と」の次に「、第５３条の２中「法定代理受領サービスに該当し

ない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と」を

加える。 

第７５条第２項第４号中「第２０条第２項」を「第５２条の１３第２項」に改め、同

項第５号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第６号中「第３５条第２項」

を「第５６条の８第２項」に改め、同項第７号中「第３７条第２項」を「第５６条の１

０第２項」に改める。 

第７６条中「第９条、第１０条、第１２条から第１４条まで、第１６条から第２０条

まで、第２２条、第２４条、第２９条から第３８条まで、第４０条及び第５５条」を

「第５２条の２、第５２条の３、第５２条の５から第５２条の７まで、第５２条の９か

ら第５２条の１３まで、第５３条の２、第５３条の３、第５５条、第５６条の２から第

５６条の１１まで及び第５８条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業

者」に、「第９条第１項及び第３１条中「第２７条」を「第５２条の２第１項及び第５

６条の４中「第５６条」に、「第１４条中」を「第５２条の７中」に改め、「病歴」

と」の次に「、第５６条の３第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設

備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と」を加える。 
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第８５条第２項第２号中「第２０条第２項」を「第５２条の１３第２項」に改め、同

項第３号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第４号中「第３５条第２項」

を「第５６条の８第２項」に改め、同項第５号中「第３７条第２項」を「第５６条の１

０第２項」に改める。 

第８６条中「第９条から第１４条まで、第１６条から第２０条まで、第２２条、第２

４条、第２９条から第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第４０条、第５５条」

を「第５２条の２から第５２条の７まで、第５２条の９から第５２条の１３まで、第５

３条の２、第５３条の３、第５５条、第５６条の２から第５６条の５まで、第５６条の

７から第５６条の１１まで、第５８条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介

護従業者」に、「第９条第１項及び第３１条中「第２７条」を「第５２条の２第１項及

び第５６条の４中「第５６条」に、「第１４条中」を「第５２条の７中」に改め、「病

歴」と」の次に「、第５６条の３第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他

の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と」を加える。 

第８８条第１号中「又は」を「若しくは」に、「やサービス担当者会議」を「又はサ

ービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議（介護予防訪問リハビリテーション

計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の

参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援

等基準条例第３条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定

介護予防サービス等（法第８条の２第１６項に規定する指定介護予防サービス等をい

う。）の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される会議をい

う。以下同じ。）」に改め、同条第１３号中「第１１号」を「第１２号」に改め、同号

を同条第１４号とし、同条中第１２号を第１３号とし、第６号から第１１号までを１号

ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業者（第１１９条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事

業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通

じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を

構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性

のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第１２
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７条第２号から第５号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を満たすことをもって、第２号から前号までに規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

第９４条第２項第１号中「第２０条第２項」を「第５２条の１３第２項」に改め、同

項第２号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第３号中「第３５条第２項」

を「第５６条の８第２項」に改め、同項第４号中「第３７条第２項」を「第５６条の１

０第２項」に改める。 

第９５条中「第９条から第１４条まで、第１７条、第１９条、第２０条、第２２条、

第２４条、第２９条から第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第４０条、第５５

条」を「第５２条の２から第５２条の７まで、第５２条の１０、第５２条の１２、第５

２条の１３、第５３条の２、第５３条の３、第５５条、第５６条の２から第５６条の５

まで、第５６条の７から第５６条の１１まで、第５８条」に、「訪問介護員等」を「介

護予防訪問入浴介護従業者」に、「第９条第１項及び第３１条中「第２７条」を「第５

２条の２第１項及び第５６条の４中「第５６条」に、「第１４条中」を「第５２条の７

中」に、「第１９条中」を「第５２条の１２中」に改め、「「利用者」と」の次に「、

第５６条の３中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とある

のは「設備及び備品等」と」を加える。 

第７章を次のように改める。 

第７章 削除 

第９８条から第１１７条まで 削除 

第８章第４節中第１２１条の前に次の２条を加える。 

（利用料等の受領） 

第１２０条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者か

ら利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サ

ービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる

介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基
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準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、

次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して

行う送迎に要する費用 

(2) 食事の提供に要する費用 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供におい

て提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ

って、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第２号に掲げる費用については、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基

準」という。）第１１８条の２第４項に規定する別に厚生労働大臣が定めるところに

よるものとする。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第３項の費用の額に係るサービス

の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１２０条の３ 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リ

ハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 

第１２２条の次に次の３条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

第１２２条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な

指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によっ
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て指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者

の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション

従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション

従業者に対し、その能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければならな

い。 

（定員の遵守） 

第１２２条の３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指

定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第１２２条の４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定

期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を

行わなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当た

って、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第１２４条第２項第２号中「第２０条第２項」を「第５２条の１３第２項」に改め、

同項第３号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第４号中「第３５条第２

項」を「第５６条の８第２項」に改め、同項第５号中「第３７条第２項」を「第５６条

の１０第２項」に改める。 

第１２５条中「第９条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２０条、第

２２条、第２４条、第２５条、第３１条、第３２条、第３４条から第３８条まで、第４

０条、第７０条、第１０２条及び第１０４条から第１０６条まで」を「第５２条の２か

ら第５２条の７まで、第５２条の９から第５２条の１１まで、第５２条の１３、第５３

条の２、第５３条の３、第５６条の４、第５６条の５、第５６条の７から第５６条の１

１まで、第５８条及び第７０条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業

者」に、「第９条第１項及び第３１条中「第２７条」を「第５２条の２第１項及び第５

６条の４中「第５６条」に、「第１４条中」を「第５２条の７中」に改め、「、第１０

－　23　―



４条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビ

リテーション従業者」と」を削る。 

第１２７条第１号中「又は」を「若しくは」に、「やサービス担当者会議」を「又は

サービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議」に改め、同条第１２号中「第１

０号」を「第１１号」に改め、同号を同条第１３号とし、同条中第１１号を第１２号と

し、第６号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した

場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置か

れている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及

び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーシ

ョン提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成

した場合については、第８８条第２号から第５号までに規定する介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第２号から前号までに規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第１３５条第２項中「第９条第２項」を「第５２条の２第２項」に改める。 

第１４１条に次の１項を加える。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準条例第３条

に規定する担当職員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と

認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防

短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障

がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超え

て、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。 

第１４１条の次に次の１条を加える。 

（衛生管理等） 

第１４１条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食

器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業

所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めな
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ければならない。 

第１４４条第２項第２号中「第２０条第２項」を「第５２条の１３第２項」に改め、

同項第４号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第５号中「第３５条第２

項」を「第５６条の８第２項」に改め、同項第６号中「第３７条第２項」を「第５６条

の１０第２項」に改める。 

第１４５条中「第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２４条、第３１条から第３８条まで、第４０条、第５５条、第１０４条及び第１

０７条」を「第５２条の３から第５２条の７まで、第５２条の９、第５２条の１０、第

５２条の１３、第５３条の２、第５３条の３、第５５条、第５６条の４から第５６条の

１１まで、第５８条及び第１２２条の２」に、「第３１条中「第２７条」を「第５６条

の４中「第５６条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第

１０４条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」を「第１２２条の２第３項及

び第４項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」に改める。 

第１６２条中「第１３９条」の次に「、第１４１条の２」を加え、「第１０４条」を

「第１２２条の２」に改める。 

第１６８条（見出しを含む。）中「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所等」に改め、同条中「指定介護予防通所介護事業所若し

くは」を削り、「をいう。）」の次に「若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）」を加える。 

第１６９条第４項中「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所等」に改める。 

第１７２条第２項及び第１７３条（見出しを含む。）中「指定介護予防通所介護事業

所等」を「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」に改める。 

第１７４条中「第１０条から第１４条まで、第１７条、第２０条、第２２条、第２４

条、第３１条から第３４条まで、第３５条（第５項及び第６項を除く。）、第３６条か

ら第３８条まで、第４０条、第５５条、第１０４条、第１０７条」を「第５２条の３か

ら第５２条の７まで、第５２条の１０、第５２条の１３、第５３条の２、第５３条の３、

第５５条、第５６条の４から第５６条の７まで、第５６条の８（第５項及び第６項を除

く。）、第５６条の９から第５６条の１１まで、第５８条、第１２２条の２」に、「第
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２０条第１項中」を「第５２条の１３第１項中」に、「指定介護予防訪問介護」を「指

定介護予防訪問入浴介護」に、「第２２条中」を「第５３条の２中」に、「第３１条中

「第２７条」を「第５６条の４中「第５６条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問

入浴介護従業者」に、「第１０４条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」を

「第１２２条の２第３項及び第４項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」に改

め、「前項」と」の次に「、第１４１条第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」

と」を加える。 

第１８３条第２項第２号中「第２０条第２項」を「第５２条の１３第２項」に改め、

同項第４号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第５号中「第３５条第２

項」を「第５６条の８第２項」に改め、同項第６号中「第３７条第２項」を「第５６条

の１０第２項」に改める。 

第１８４条中「第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２４条、第３１条、第３２条、第３４条から第３８条まで、第４０条、第５５条、

第１０４条」を「第５２条の３から第５２条の７まで、第５２条の９、第５２条の１０、

第５２条の１３、第５３条の２、第５３条の３、第５５条、第５６条の４、第５６条の

５、第５６条の７から第５６条の１１まで、第５８条、第１２２条の２」に、「第３１

条中「第２７条」を「第５６条の４中「第５６条」に、「訪問介護員等」を「介護予防

訪問入浴介護従業者」に、「第１０４条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業

者」を「第１２２条の２第３項及び第４項中「介護予防通所リハビリテーション従業

者」に改める。 

第１９９条中「第１０４条」を「第１２２条の２」に改める。 

第２０５条第１項中「第８条の２第１１項」を「第８条の２第９項」に改め、同条第

３項を削る。 

第２０６条第１項第２号ア中「のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下「認定省令」とい

う。）第２条第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が３又はその端

数を増すごとに１及び利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定する要支援状態

区分に該当する者」を削り、同条第２項第２号ア中「利用者のうち認定省令第２条第１

項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者及び」を削り、「利用者の数」の次に

「及び利用者の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数」を加え、「並びに利用者のう
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ち認定省令第２条第１項第１号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が１０又は

その端数を増すごとに１以上」を削る。 

第２０９条第４項中「第９条第２項」を「第５２条の２第２項」に改める。 

第２１１条を次のように改める。 

第２１１条 削除 

第２１９条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５

号を第４号とし、同項第６号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第７号中「第３５条第２項」を「第５６条の８第２項」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第８号中「第３７条第２項」を「第５６条の１０第２項」に改め、

同号を同項第７号とする。 

第２２０条中「第１２条、第１３条、第２２条、第２４条、第３１条から第３８条ま

で、第４０条、第５４条、第５５条、第１０７条」を「第５２条の５、第５２条の６、

第５３条の２から第５５条まで、第５６条の４から第５６条の１１まで、第５８条、第

１４１条の２」に改め、「、第３１条中「第２７条」とあるのは「第２１５条」と、

「訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と」を削り、「第５４条中」

を「第５４条及び第５６条の４中」に、「読み替える」を「、第５６条の４中「第５６

条」とあるのは「第２１５条」と読み替える」に改める。 

第２２８条中「指定介護予防サービス事業者」を「事業者」に改める。 

第２３３条第４項中「第９条第２項」を「第５２条の２第２項」に改める。 

第２３５条第２項中「受託介護予防サービス事業者は」の次に「、指定居宅サービス

事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。）」を加え、

「又は」を「若しくは」に改め、「をいう。）」の次に「又は法第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者（次項において「指定事業者」という。）」を加え、同条

第３項中「指定介護予防訪問介護」を「指定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第

５条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）、指定通所介護（指定居宅サービス

等基準条例第１００条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）」に改め、「、指

定介護予防通所介護」を削り、「指定介護予防認知症対応型通所介護」の次に「並びに

法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（指定事業者により行わ

れるものに限る。以下「指定第１号訪問事業」という。）に係るサービス及び同号ロに

規定する第１号通所事業（指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第１号通
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所事業」という。）に係るサービス」を加え、同条第４項中「指定介護予防訪問介護、

指定介護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護」を「次に掲げる事業」に改め、同項

に次の各号を加える。 

(1) 指定訪問介護又は指定第１号訪問事業に係るサービス 

(2) 指定通所介護又は指定第１号通所事業（機能訓練を行う事業を含むものに限

る。）に係るサービス 

(3) 指定介護予防訪問看護 

第２３６条第２項第４号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第５号中

「第３５条第２項」を「第５６条の８第２項」に改め、同項第６号中「第３７条第２

項」を「第５６条の１０第２項」に改め、同項中第７号を削り、第８号を第７号とし、

第９号を第８号とし、第１０号を第９号とする。 

第２３７条中「第１２条、第１３条、第２２条、第２４条、第３１条から第３８条ま

で、第４０条、第５４条、第５５条、第１０７条」を「第５２条の５、第５２条の６、

第５３条の２から第５５条まで、第５６条の４から第５６条の１１まで、第５８条、第

１４１条の２」に改め、「この場合において」の次に「、第５４条中「介護予防訪問入

浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と」を加え、「第３１条

中「第２７条」を「第５６条の４中「第５６条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪

問入浴介護従業者」に、「第３３条中」を「第５６条の６中」に、「指定介護予防訪問

介護事業所」を「指定介護予防訪問入浴介護事業所」に改め、「、第５４条中「介護予

防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と」を削る。 

第２４６条の見出し中「確保等」の次に「並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能

の向上等」を加え、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽
さん

に励み、指定介護予防福祉用具貸与の目的を

達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

第２５０条第２項第１号中「第２０条第２項」を「第５２条の１３第２項」に改め、

同項第３号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第４号中「第３５条第２

項」を「第５６条の８第２項」に改め、同項第５号中「第３７条第２項」を「第５６条

の１０第２項」に改める。 

第２５１条中「第９条から第２０条まで、第２２条、第２４条、第３２条から第３８

条まで、第４０条、第５５条並びに第１０４条第１項及び第２項」を「第５２条の２か
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ら第５２条の１３まで、第５３条の２、第５３条の３、第５５条、第５６条の５から第

５６条の１１まで、第５８条並びに第１２２条の２第１項及び第２項」に、「第９条第

１項中「第２７条」を「第５２条の２第１項中「第５６条」に、「訪問介護員等」を

「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第１１条中」を「第５２条の４中」に、「第１

５条第２項中」を「第５２条の８第２項中」に、「第１９条中」を「第５２条の１２

中」に、「第２０条第１項中」を「第５２条の１３第１項中」に、「第２２条中」を

「第５３条の２中」に、「第１０４条第２項」を「第１２２条の２第２項」に改める。 

第２５４条の見出し中「介護予防福祉用具計画」を「介護予防福祉用具貸与計画」に

改める。 

第２５６条中「第９条から第１５条まで、第１７条から第２０条まで、第２２条、第

２４条、第３２条から第３４条まで、第３５条（第５項及び第６項を除く。）、第３６

条から第３８条まで、第４０条、第５５条並びに第１０４条第１項及び第２項」を「第

５２条の２から第５２条の８まで、第５２条の１０から第５２条の１３まで、第５３条

の２、第５３条の３、第５５条、第５６条の５から第５６条の７まで、第５６条の８

（第５項及び第６項を除く。）、第５６条の９から第５６条の１１まで、第５８条並び

に第１２２条の２第１項及び第２項」に、「第９条第１項中「第２７条」を「第５２条

の２第１項中「第５６条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、

「第１１条中」を「第５２条の４中」に、「第１５条第２項中」を「第５２条の８第２

項中」に、「第１９条中」を「第５２条の１２中」に、「第２０条第１項中」を「第５

２条の１３第１項中」に、「指定介護予防訪問介護」を「指定介護予防訪問入浴介護」

に、「第２２条中」を「第５３条の２中」に、「第１０４条第２項中」を「第１２２条

の２第２項中」に改める。 

第２６４条第２項第２号中「第２４条」を「第５３条の３」に改め、同項第３号中

「第３５条第２項」を「第５６条の８第２項」に改め、同項第４号中「第３７条第２

項」を「第５６条の１０第２項」に改める。 

第２６５条中「第９条から第１５条まで、第１７条から第１９条まで、第２４条、第

３０条、第３２条から第３８条まで、第４０条、第５５条、第１０４条第１項及び第２

項」を「第５２条の２から第５２条の８まで、第５２条の１０から第５２条の１２まで、

第５３条の３、第５５条、第５６条の３、第５６条の５から第５６条の１１まで、第５

８条、第１２２条の２第１項及び第２項」に、「第９条第１項中「第２７条」を「第５
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２条の２第１項中「第５６条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業

者」に、「第１１条中」を「第５２条の４中」に、「第１５条第２項中」を「第５２条

の８第２項中」に、「第１９条中」を「第５２条の１２中」に、「第１０４条第２項

中」を「第１２２条の２第２項中」に改める。 

（奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第３条 奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２５年奈良市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

本則（第８４条第３項、第８５条、第１９３条第１０項、第１９４条第２項及び第１

９５条を除く。）中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」

に、「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に、「指定複

合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「指定複合型

サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス

従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改める。 

第６条第２項ただし書中「又は奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準等に関する条例（平成２５年奈良市条例第２２号。以下「指定介護予防サービス等基

準条例」という。）第６条第２項のサービス提供責任者」を削り、同条第５項中「指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷地内」を加え、「併設さ

れている」を「ある」に改め、同項第５号中「第８３条第６項第１号」を「第８３条第

６項」に改め、同項第６号中「第８３条第６項第２号」を「第８３条第６項」に改め、

同項第７号中「第８３条第６項第３号」を「第８３条第６項」に改める。 

第２３条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。 

第３２条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「、指定夜間対

応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、「定期巡回サービス、随時対応サー

ビス又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改める。 

第６１条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

第６４条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項
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とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第１項に

掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提

供の開始前に市長に届け出るものとする。 

第６６条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第１９項

又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改

め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、同条第２

項中「指定居宅サービスをいう」の次に「。以下同じ」を、「指定介護予防サービスを

いう」の次に「。以下同じ」を、「指定地域密着型介護予防サービスをいう」の次に

「。以下同じ」を、「介護保険施設」の次に「（法第８条第２４項に規定する介護保険

施設をいう。以下同じ。）」を加える。 

第７９条の次に次の１条を加える。 

（事故発生時の対応） 

第７９条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型

通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に

係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第６４条第４項の単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２

項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

第８０条第２項第５号中「次条において準用する第４０条第２項」を「前条第２項」

に改める。 

第８１条中「、第４０条」を削る。 
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第８３条第６項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げ

る施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の

中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、

同項に次の表を加える。 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設又は指定介

護療養型医療施設（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床を有する診療所

であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

の同一敷地内に中欄

に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サ

ービスの事業を行う事業所、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所、指定認知症対応型通所介護事業

所、指定介護老人福祉施設又は介護老

人保健施設 

看護師又は准看護師 

第８３条第１０項中「第６項各号」を「第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改め

る。 

第８４条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の

中欄」に、「若しくは同一敷地内」を「、同一敷地内」に改め、「を含む。）」の次に

「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同

項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加え、同条第３項中「指

定複合型サービス事業所」の次に「（第１９５条に規定する指定複合型サービス事業所

をいう。次条において同じ。）」を加える。 

第８６条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５人（」

の次に「登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登

録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。 
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登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

第９２条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い

」に改める。 

第１０７条中「第８３条第６項各号」を「第８３条第６項」に改める。 

第１１４条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であること

その他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と

認められる場合は、１の事業所における共同生活住居の数を３とすることができる。 

第１２２条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービ

ス」に改める。 

第１３６条を次のように改める。 

第１３６条 削除 

第１５０条第２項第９号を削る。 

第１５３条第４項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介護老人福

祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項

第１号及び第１７項、次条第２項第６号並びに第１８２条第２項第３号において同

じ。）」を加え、同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域

密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第１２項中「指定介護予防サービス等基準条

例」を「奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成

２５年奈良市条例第２２号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）」に

改め、同条第１３項中「若しくは指定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項に規

定する指定介護予防通所介護事業所」を削り、同条に次の１項を加える。 

１７ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住

施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型

居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護

老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基
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礎として算出しなければならない。この場合において、介護支援専門員の数は、同号

の規定にかかわらず、１以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標

準とする。）とする。 

第１５４条第２項第６号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域

密着型介護老人福祉施設」を加える。 

第１７８条第２項に次の１号を加える。 

(7) 次条において準用する第１０６条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の

記録 

第１８２条第２項第３号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域

密着型介護老人福祉施設」を加える。 

「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

第１９２条中「以下「指定複合型サービス」を「施行規則第１７条の１２に規定する

看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居

宅介護」に改める。 

第１９３条第１項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

の」に、「指定複合型サービスを」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「指

定複合型サービス事業を」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う複合型

サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第６項中「行う指

定複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第１０項

中「指定複合型サービス事業者が」を「指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サ

ービスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型サービス」という。）の事業を行

う者をいう。以下同じ。）が」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護の」に改める。 

第１９５条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者」に改め、同条中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」に改め、「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定複合型サ

ービスの事業を行う事業所をいう。）」を加える。 

第１９６条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５人」

の次に「（登録定員が２５人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員）」を加え、同号に次の表を加える。 
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登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

第１９７条第２項及び第４項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護の」に改める。 

第１９８条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を

「行い」に改める。 

第１９９条の見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護」に改め、同条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

の」に、「指定複合型サービスは」を「指定看護小規模多機能型居宅介護は」に改め

る。 

第２０２条第１項及び第２０３条第２項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護の」に改める。 

第２０３条第３項第１号中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護」に改める。 

第２０４条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」

に、「第８３条第６項各号」を「第８３条第６項」に改める。 

（奈良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する

条例の一部改正） 

第４条 奈良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関

する条例（平成２５年奈良市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「第８条の２第１４項」を「第８条の２第１２項」に改める。 

第７条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項と

し、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が
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第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を

当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

第８条第１項中「第４５条第６項第２号」及び「第４５条第６項第３号」を「第４５

条第６項」に改める。 

第９条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第１９項又

は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改

め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、同条第２

項中「第４５条第６項第４号」を「第４５条第６項」に改める。 

第３７条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第７条第４項の単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、

第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

第４５条第６項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれ

かに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を

「同表の中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号

を削り、同項に次の表を加える。 

当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲

げる施設等のいずれ

かが併設されている

場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設又は指定介

護療養型医療施設（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床を有する診療所

であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介

護事業所の同一敷地

内に中欄に掲げる施

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サ

ービスの事業を行う事業所、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所、指定認知症対応型通所介護事業

看護師又は准看護師 
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設等のいずれかがあ

る場合 

所、指定介護老人福祉施設又は介護老

人保健施設 

 第４５条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所」に改め、同条第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」に改め、同条第１０項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」

に改め、同項ただし書中「第６項各号」を「第６項の表の当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中

欄」に改める。 

第４６条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場

合の項の中欄」に、「若しくは同一敷地内」を「、同一敷地内」に改め、「含む。）」

の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加え、同条第３項

中「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定地域密着型サービス基準条例第１９５

条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加える。 

第４８条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５人（」

の次に「登録定員が２５人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加え

る。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

第６４条中「第４５条第６項各号」を「第４５条第６項」に改める。 

第６６条中「第３１条から第３８条まで」を「第３１条から第３６条まで、第３７条

（第４項を除く。）、第３８条」に改める。 

第６７条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い

」に改める。 

第７１条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改める。 
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第７５条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難で

あることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効

率的運営に必要と認められる場合は、１の事業所における共同生活住居の数を３とす

ることができる。 

第８７条中「第３６条から第３８条まで」を「第３６条、第３７条（第４項を除く。） 

、第３８条」に改める。 

（奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第５条 奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（平成２

６年奈良市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「又は」を「及び」に、「若しくは」を「又は」に改める。 

第１４条中第２５号を第２６号とし、第２０号から第２４号までを１号ずつ繰り下

げ、同条第１９号中「主治の医師の」を「主治の医師等の」に改め、同号を同条第２０

号とし、同条中第１８号を第１９号とし、第１７号を第１８号とし、第１６号を第１７

号とし、同条第１５号中「第１１号」を「第１２号」に、「第１２号」を「第１３号」

に改め、同号を同条第１６号とし、同条中第１４号を第１５号とし、第１３号を第１４

号とし、第１２号を第１３号とし、第１１号の次に次の１号を加える。 

(12)介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に

対して、訪問介護計画（奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例（平成２５年奈良市条例第２１号。以下「指定居宅サービス等

基準条例」という。）第２５条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居

宅サービス等基準条例において位置付けられている計画の提出を求めるものとす

る。 

第１４条に次の１号を加える。 

(27)指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条第

１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意

見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならない。 

第３０条第２項第１号中「第１４条第１２号」を「第１４条第１３号」に改め、同項

第２号エ中「第１４条第１３号」を「第１４条第１４号」に改める。 
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（奈良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正） 

第６条 奈良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２６年奈良市条例

第５８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改める。 

第１０条中「又は」を「及び」に、「若しくは」を「又は」に改める。 

第２９条第２項第１号中「第３２条第１３号」を「第３２条第１４号」に改め、同項

第２号エ中「第３２条第１４号」を「第３２条第１５号」に改め、同号オ中「第３２条

第１５号」を「第３２条第１６号」に改める。 

第３２条中第２６号を第２７号とし、第１８号から第２５号までを１号ずつ繰り下げ、

同条第１７号中「第１２号」を「第１３号」に、「第１３号」を「第１４号」に改め、

同号を同条第１８号とし、同条中第１６号を第１７号とし、同条第１５号中「第１３号

」を「第１４号」に改め、同号イ中「指定介護予防通所介護事業所（指定介護予防サー

ビス等基準条例第９９条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。）又は

」を削り、同号を同条第１６号とし、同条中第１４号を第１５号とし、第１３号を第１

４号とし、同条第１２号中「介護予防訪問介護計画（奈良市指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２５年奈良市条例第２２号。以下「指定介

護予防サービス等基準条例」という。）第４２条第２号に規定する介護予防訪問介護計

画をいう。）」を「介護予防訪問看護計画書」に改め、同号を同条第１３号とし、同条

第１１号の次に次の１号を加える。 

(12)担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者等

に対して、介護予防訪問看護計画書（奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法の基準等に関する条例（平成２５年奈良市条例第２２号。以下「指定介護予

防サービス等基準条例」という。）第７８条第２号に規定する介護予防訪問看護計

画書をいう。次号において同じ。）等指定介護予防サービス等基準条例において位

置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

第３２条に次の１号を加える。 
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(28)指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条第

１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意

見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならない。 

（奈良市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部

改正） 

第７条 奈良市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

（平成２５年奈良市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第５項及び第６項中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴

覚士」に改める。 

第４６条第５項第２号ただし書を削る。 

（奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正） 

第８条 奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成

２５年奈良市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「生活機能訓練室」を「生活機能回復訓練室」に改める。 

（奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第９条 奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２５年奈良

市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第４６条第１２項中「若しくは指定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項に規

定する指定介護予防通所介護事業所」を削り、同条第１４項中「指定複合型サービス事

業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

１５ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテ

ライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サ

テライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあって

は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設

の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 
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第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（介護予防訪問介護に関する経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第

１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整

備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サ

ービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護（以下「旧指定介

護予防訪問介護」という。）又は介護保険法第５４条第１項第２号に規定する基準該当

介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しく

はこれに相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。）について

は、次に掲げる規定はなおその効力を有する。 

(1) 第１条の規定による改正前の奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営の基準等に関する条例（以下「旧指定居宅サービス等基準条例」という。）第６条

第２項及び第５項、第８条第２項、第４４条第３項並びに第４６条第２項の規定 

(2) 第２条の規定による改正前の奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の

基準等に関する条例（以下「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。）第５条

から第４８条までの規定 

(3) 第３条の規定による改正前の奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例（以下「旧指定地域密着型サービス基準条例」とい

う。）第６条第２項の規定 

第３条 前条第２号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サー

ビス等基準条例第６条第２項及び第５項並びに第８条第２項の規定は、旧指定介護予防

訪問介護の事業を行う者が介護保険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１

号訪問事業（旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。）

に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合におい

て、次の表の左欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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第６条第２項 奈良市指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２５年奈良市条

例第２１号。以下「指定居宅サー

ビス等基準条例」という。）第６

条第１項に規定する指定訪問介護

事業者をいう。以下同じ。） 

法第１１５条の４５第１項第１

号イに規定する第１号訪問事業

（前条に規定する指定介護予防

訪問介護に相当するものとして

市が定めるものに限る。）に係

る指定事業者 

指定訪問介護（指定居宅サービス

等基準条例第５条に規定する指定

訪問介護をいう。以下同じ。）の

事業 

当該第１号訪問事業 

指定介護予防訪問介護及び指定訪

問介護 

指定介護予防訪問介護及び当該

第１号訪問事業 

第６条第５項 指定訪問介護事業者 第２項に規定する第１号訪問事

業に係る指定事業者 

指定訪問介護の事業 当該第１号訪問事業 

指定居宅サービス等基準条例第６

条第１項から第４項までに規定す

る 

市の定める当該第１号訪問事業

の 

第８条第２項 指定訪問介護事業者 第６条第２項に規定する第１号

訪問事業に係る指定事業者 

指定訪問介護の事業 当該第１号訪問事業 

指定居宅サービス等基準条例第８

条第１項に規定する 

市の定める当該第１号訪問事業

の 

２ 前条第２号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス

等基準条例第４４条第３項及び第４６条第２項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護

の事業と介護保険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧基

準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。）を同一の事業

所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の
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左欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４４条第３項 基準該当訪問介護（指定居宅サー

ビス等基準条例第４４条第１項に

規定する基準該当訪問介護をい

う。以下同じ。）の事業 

法第１１５条の４５第１項第１

号イに規定する第１号訪問事業

（基準該当介護予防訪問介護に

相当するものとして市が定める

ものに限る。） 

同項及び同条第２項に規定する 市の定める当該第１号訪問事業

の 

第４６条第２項 基準該当訪問介護の事業 第４４条第３項に規定する第１

号訪問事業 

指定居宅サービス等基準条例第４

６条第１項に規定する 

市の定める当該第１号訪問事業

の 

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

第４条 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護（以下「旧指定介護予防通所介護」という。）又は

介護保険法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法

第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス（以下

「旧基準該当介護予防通所介護」という。）については、次に掲げる規定はなおその効

力を有する。 

(1) 旧指定居宅サービス等基準条例第１０１条第１項第３号及び第８項、第１０３条第

４項、第１３３条第１項第３号及び第７項並びに第１３５条第４項の規定 

(2) 旧指定介護予防サービス等基準条例第９条から第１５条まで（第１０９条及び第１

１７条において準用する場合に限る。）、第１６条（第１０９条において準用する場

合に限る。）、第１７条（第１０９条及び第１１７条において準用する場合に限

る。）、第１８条（第１０９条及び第１１７条において準用する場合に限る。）、第

２０条（第１０９条及び第１１７条において準用する場合に限る。）、第２２条（第

１０９条及び第１１７条において準用する場合に限る。）、第２４条（第１０９条及

び第１１７条において準用する場合に限る。）、第２５条（第１０９条及び第１１７

条において準用する場合に限る。）、第３１条から第３４条まで（第１０９条及び第
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１１７条において準用する場合に限る。）、第３５条第１項から第４項まで（第１０

９条及び第１１７条において準用する場合に限る。）、第３５条第５項及び第６項

（第１０９条において準用する場合に限る。）、第３６条から第３８条まで（第１０

９条及び第１１７条において準用する場合に限る。）、第４０条（第１０９条及び第

１１７条において準用する場合に限る。）、第９８条から第１１７条まで、第１６８

条、第１６９条第４項、第１７２条第２項及び第１７３条の規定 

(3) 旧指定地域密着型サービス基準条例第１５３条第１３項の規定 

(4) 第９条の規定による改正前の奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関

する条例（平成２５年奈良市条例第２９号）第４６条第１２項の規定 

第５条 前条第２号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サー

ビス等基準条例第９９条第１項第３号及び第８項並びに第１０１条第４項の規定は、旧

指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに

規定する第１号通所事業（旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるも

のに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第９９条第１項

第３号 

指定通所介護事業者（指定居宅サ

ービス等基準条例第１０１条第１

項に規定する指定通所介護事業者

をいう。以下同じ。） 

法第１１５条の４５第１項第１

号ロに規定する第１号通所事業

（前条に規定する指定介護予防

通所介護に相当するものとして

市が定めるものに限る。）に係

る指定事業者 

指定通所介護（指定居宅サービス

等基準条例第１００条に規定する

指定通所介護をいう。以下同

じ。）の事業 

当該第１号通所事業 

指定介護予防通所介護又は指定通

所介護 

指定介護予防通所介護又は当該

第１号通所事業 

第９９条第８項 指定通所介護事業者 第１項第３号に規定する第１号
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通所事業に係る指定事業者 

指定通所介護の事業 当該第１号通所事業 

指定居宅サービス等基準条例第１

０１条第１項から第７項までに規

定する 

市の定める当該第１号通所事業

の 

第１０１条第４

項 

指定通所介護事業者 第９９条第１項第３号に規定す

る第１号通所事業に係る指定事

業者 

指定通所介護の事業 当該第１号通所事業 

指定居宅サービス等基準条例第１

０３条第１項から第３項までに規

定する 

市の定める当該第１号通所事業

の 

２ 前条第２号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス

等基準条例第１１４条第１項第３号及び第７項並びに第１１６条第４項の規定は、旧基

準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定す

る第１号通所事業（旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるもの

に限る。）を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１１４条第１

項第３号 

基準該当通所介護（指定居宅サー

ビス等基準条例第１３３条第１項

に規定する基準該当通所介護をい

う。以下同じ。）の事業 

法第１１５条の４５第１項第１

号ロに規定する第１号通所事業

（基準該当介護予防通所介護に

相当するものとして市が定める

ものに限る。） 

基準該当介護予防通所介護又は基

準該当通所介護 

基準該当介護予防通所介護又は

当該第１号通所事業 

第１１４条第７

項 

基準該当通所介護の事業 第１項第３号に規定する第１号

通所事業 

指定居宅サービス等基準条例第１ 市の定める当該第１号通所事業
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３３条第１項から第６項までに規

定する 

の 

第１１６条第４

項 

基準該当通所介護の事業 第１１４条第１項第３号に規定

する第１号通所事業 

指定居宅サービス等基準条例第１

３５条第１項から第３項までに規

定する 

市の定める当該第１号通所事業

の 

第６条 整備法附則第１３条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第２条

の規定による改正後の奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関す

る条例（以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。）第２３５条第２項の適

用については、同項中「指定事業者（」とあるのは「指定事業者（地域における医療及

び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法

律第８３号）附則第１３条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」と

する。 

２ 新指定介護予防サービス等基準条例第２３５条第２項の規定により旧指定介護予防訪

問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス

事業者となる場合にあっては、同条第３項中「指定通所介護をいう。以下同じ。）」と

あるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。）、地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則

第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５

条による改正前の法（以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防

サービス（以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。）に該当する旧法

第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護（次項において「指定介護予防訪問介

護」という。）」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定

介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介

護（次項において「指定介護予防通所介護」という。）」と、同条第４項第１号中「指

定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第２

号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とす

る。 
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（提案理由） 

介護保険法の改正により介護予防の訪問介護及び通所介護が介護予防・日常生活支援総

合事業へ移行されることを受けた省令改正等に伴い、関係条例について所要の規定の整備

を行おうとするものである。 
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奈良市議案第５５号 

 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等 

に関する条例等の一部を改正する条例によりなおその効力を有す 

るものとされた奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設 

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため 

の効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正について 

 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部

を改正する条例によりなおその効力を有するものとされた奈良市指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を次のように改正しようとする。 

平成２７年２月２７日提出 

 

奈良市長  仲 川 元 庸 

 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の

一部を改正する条例によりなおその効力を有するものとされた奈良市指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部

を改正する条例（平成２７年奈良市条例第  号）附則第２条第２号及び第４条第２号の

規定によりなおその効力を有するものとされた奈良市指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法の基準等に関する条例（平成２５年奈良市条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サ

ービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指定介護予防訪

問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合に
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あっては、当該指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、

利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

第１０１条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定介護予防通所介護事業者が第１項の設備を利用し、夜間及

び深夜に指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サ

ービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

第１０７条の次に次の１条を加える。 

（事故発生時の対応） 

第１０７条の２ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護

の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介

護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、第１０１条第４項の指定介護予防通所介護以外のサ

ービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措

置を講じなければならない。 

第１０９条中「第３１条から第３８条まで」を「第３１条から第３６条まで、第３８

条」に改める。 

第１１７条中「第３６条から第３８条まで」を「第３６条、第３８条」に改め、「、第

３１条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一

部を改正する条例の一部改正） 

２ 奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一

部を改正する条例（平成２７年奈良市条例第  号）の一部を次のように改正する。 
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附則第３条第１項中「第６条第２項及び第５項」を「第６条第２項及び第６項」に、

同項の表中「第６条第５項」を「第６条第６項」に改める。 

附則第４条第２号中「第３６条から第３８条まで（第１０９条及び第１１７条におい

て準用する場合に限る。）」を「第３６条（第１０９条及び第１１７条において準用す

る場合に限る。）、第３８条（第１０９条及び第１１７条において準用する場合に限

る。）」に改める。 

附則第５条第１項及び同項の表中「第１０１条第４項」を「第１０１条第５項」に改

める。 

 

（提案理由） 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部

を改正する条例の経過措置によりなおその効力を有するものとされた介護予防サービスに

関する基準の見直しに伴い、所要の改正を行おうとするものである。 
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奈良市議案第５６号 

 

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備 

及び運営の基準等に関する条例の一部改正について 

 

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一

部を次のように改正しようとする。 

平成２７年２月２７日提出 

 

奈良市長  仲 川 元 庸 

 

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例 

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平

成２５年奈良市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第９８条の見出し中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居

宅介護事業所等」に改め、同条各号列記以外の部分中「以下同じ。）が」を「第１１２条

第１号において同じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。第１１２条第１号において同じ。）が」に改め、「指定小規模多機能型居宅介護をい

う。」の次に「第１１２条第１号において同じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護

（指定地域密着型サービス基準条例第１９２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介

護をいう。第１１２条第１号において同じ。」を、「通いサービス（指定地域密着型サー

ビス基準条例第８３条第１項」の次に「又は第１９３条第１項」を加え、「以下同じ。）

を基準該当生活介護事業所」を「）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）を基準該当

生活介護事業所」に、「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等」に改め、同条第１号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第８３条第１項」の次に
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「又は第１９３条第１項」を加え、「当該小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等」に、「２５人」を「２９人（サテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第７項に規定するサ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）にあっては、１８

人）」に改め、同条第２号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「１５人」の次に「（登録定員が２５人を超え

る指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める

利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１２人）」を加

え、同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

第９８条第３号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等」に改め、「第８７条第３項第１号」の次に「又は第１９７条第３

項第１号」を加え、同条第４号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「第８３条」の次に「又は第１９３条」を

加える。 

第１１２条の見出し中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型

居宅介護事業所等」に改め、同条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」の次に

「又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」を加え、「当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「対して指定小規

模多機能型居宅介護」の次に「又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を、「第８３条第

５項」の次に「又は第１９３条第６項」を加え、同条第２号中「当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、「９人」の次

に「（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）」を加え、同

条第３号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等」に改め、「第８７条第３項第２号ウ」の次に「又は第１９７条第３項第２

号ウ」を加える。 

 附則第６条第１項及び第２項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」
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に改める。 

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

基準省令の改正に伴い、生活介護及び短期入所に係る基準該当障害福祉サービスに関す

る基準に、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例に係る要件を追加する等

所要の改正を行おうとするものである。 
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